
「小電力の無線システムの高度化に必要な技術的条件」のうち
「433MHz帯タイヤ空気圧モニタ及びリモートキーレスエントリに係る技術的条件」

改訂内容
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既存の共用検討への影響度合い 1
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注）同一周波数帯は、EIRP1mWで評価
隣接周波数帯は、250nW/100kHzで評価





（参考）参照条文 3

○ 電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）抄
（無線局の開設）
第４条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。
一・二 （略）
三 空中線電力が一ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第四条の三の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に
送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用
することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの
四 （略）
（表示）
第３８条の７ 登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明をしたときは、総務省令で定めるところにより、その特定無線設備に技術基準適合証明
をした旨の表示を付さなければならない。
２ 適合表示無線設備を組み込んだ製品を取り扱うことを業とする者は、総務省令で定めるところにより、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されてい
る表示と同一の表示を当該製品に付することができる。
３ 何人も、第一項（第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。）、前項、第三十八条の二十六（第三十八条の三十一第六項において
準用する場合を含む。）、第三十八条の三十五又は第三十八条の四十四第三項の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において無線設備又は
無線設備を組み込んだ製品にこれらの表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。
４ 第一項（第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。）、第三十八条の二十六（第三十八条の三十一第六項において準用する場合を
含む。）若しくは第三十八条の三十五又は第三十八条の四十四第三項の規定により表示が付されている特定無線設備の変更の工事をした者は、総務省
令で定める方法により、その表示（第二項の規定により適合表示無線設備を組み込んだ製品に付された表示を含む。）を除去しなければならない。
第九章 罰則

第１１０条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定による免許又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設したとき。
二～十二 （略）
第１１２条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 （略）
二 第三十八条の七第三項の規定に違反して表示を付したとき。
三 第三十八条の七第四項の規定に違反して表示を除去しなかつたとき。
四～九 （略）




